
１．はじめに 

類似業種比準方式は、業種の類似する上場会社の株価に

比準させて、評価会社の株価（類似業種比準価額）を求め

る取引相場のない(非上場)株式の評価方式です。平成29年

4月の財産評価基本通達の一部改正により、この「類似業

種比準価額」の計算方法が下記2.のとおり改正されました。 
２．改正の内容 
上場会社の株価の急激な変動による影響を緩和し、適

切な株価算定ができるよう以下の点が改正されています。 
類似業種の株価 A について、2 年間平均が選択可能

になり（下記*1 参照）、類似業種の比準要素（配当 B・

利益 C・純資産 D）について、法人税等の数値に基づ

き計算されたものから財務諸表上の数値に基づくこと

としたうえで、上場会社が連結決算を行っている場合

には連結決算を反映させたものになりました（下記*2
参照）。また、今まで利益について 3 倍のウェイト付

けで計算されていましたが、国税庁の検証作業の結果、

より適正な株価算定ができると認められるため、比準

要素の比率が 1：1：1 になりました。具体的計算式は

下記になります（財産評価基本通達 180～184）。 

【算式】 

(注)斟酌率：大会社は 0.7、中会社は 0.6、小会社は 0.5 
 

この算式における A,B,C,D,○Ｂ ,○Ｃ及び ○Ｄはそれぞれ次によ

ります。なお、A,B,C,Dの数値は国税庁から発表されます。 

 (*1) 次の①～⑤のうち最も低い金額を採用します。 
①課税時期の属する月の類似業種の株価 
②課税時期の属する月の前月の類似業種の株価 
③課税時期の属する月の前々月の類似業種の株価 
④類似業種の前年平均株価  
⑤類似業種の課税時期の属する月以前2年間の平均株価 

(*2) 類似業種の配当金額 B、利益金額 C 及び純資

産価額 D については、法人税等の数値に基づき計

算されたものから財務諸表上の数値に基づくこと

としたうえで、上場会社が連結決算を行っている場

合には連結決算を反映させたものとなります。 
 (*3) 従来通り評価会社の法人税等の数値に基づき

計算されます。 
 
【参考 平成 28 年 12 月 31 日まで適用の計算式】 

  
   下線部が今回改正となった箇所 

 
 
３．適用時期 
 この改正は平成 29 年 1 月 1 日以後に相続、遺贈又

は贈与により取得した株式の評価より適用されます。 
 
４．改正による株式評価への影響 

類似業種比準方式により株価を計算する場合、平

成 28 年までは、その算式の構造からして、好業績（利

益や配当を出している）会社の株価は高くなりまし

た。特に利益には 3 倍のウエイト付けをして計算を

しましたので、高利益の会社の株価は高くなりまし

た。しかし、今回の改正により、利益の 3 倍のウエ

イト付けが 1 倍（配当や純資産と同比率）になった

ため、好業績の会社にとっては、改正前と同じ利益

であっても株価が今までより低く計算されると予想

されます。一方で、過去の利益の蓄積が多く、内部

留保の厚い会社については、比準要素の比重が 5 分

の1から3分の1になるため1株当たりの配当金額、

純資産価額が大きくなりますので、改正前より株価

が高くなる可能性があります。また、比準要素の分

母が連結決算を反映させたものになるため、グロー

バル展開をしている上場企業が多い製造業の会社等

は、比準割合計算上の分母の金額が大きくなり、比

準割合が小さくなることから株価が下がると見込ま

れます。ただし、本稿執筆時点（平成 29 年 5 月 31
日）では前述 2 の類似業種の ABCD の数値が国税庁

より公表されておらず、今回の財産評価基本通達の

改正による株式評価への具体的な影響は、この

ABCD の数値の公表後に検証する必要があります。 
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× 斟酌率(注) B C D 
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類似業種の 評価会社の 
A 株価（*1）   

B 
課税時期の属する年
の 1 株当たりの配当
金額(*2) 

A

○ＢE  

1 株当たりの配当金
額（直前期末以前 2
年間平均）(*3) 

C 
課税時期の属する年
の 1 株当たりの年利
益金額(*2) 

A○ＣE  
直前期末以前 1 年間
における 1 株当たり
の利益金額(*3) 

D 
課税時期の属する年
の1株当たりの純資産
価額（帳簿価額）(*2) 

A○ＤE  
直前期末における 1
株当たりの純資産価
額（帳簿価額）(*3) 
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A○ＢE  
＋ A○ＣE  

×3＋ A○ＤE  
× 斟酌率(注) B C D 
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取引相場のない株式の評価に係る財産評価基本通達 一部改正 

～類似業種比準価額の計算方法について～ 
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